
l. (条例改正轟由経緯L="ヨ吐王)

三重県リサイクル製品利用推進条例は.昨年8月1日の嵩2回以来. 1 2E]

. Eiわたって議論を重ねてきたものであります｡この乱IJサイクル製品語牢重
点を参考人として招致Lてその意見聴取を行い､ま.た執行部からの説明聴取も

のぺ4回にわたうて行うなど. T喜に藩論を重ねてき草した｡

2. (亀軌蓋見越背景.理由につしヽて) ･

そもそも､東棟討会において.革射性物宜を除〈.規則の規定車条例上明記
するとの議論があLJ､そのようになったものです.

すなわち.?エロシル■トの事件を反省するという県の姿勢昔明らかにしたも
のです｡

3. (バブリツタコメントに対する反省専についてト

バブリhLlクコメントの実施方法が不適切との指摘について(Lこれまでの議

垂r=おけ6J(7リッタコメントの方法[=則したものです｡

期間や周知方乱内容等が十分でなかったとのご指摘については反省すると

ころですが､そもそも.われわれ藩員は..地元の方々との交流専を通じて民意

を受けた存在であると卓覚しています｡

4. (執行部に確認Lた呈皇)

ま,r:..直接執行部に確醸したところでrま､次のようなことでした｡ ･

①　条例案三条の定革において. 0･1叫6y/h (マイク･ログレイ毎時)を遣
える放射性車発するものを､リサイクル製品から除〈ということは.ここ

でまずリサイクル製品から自動的に除(とLたも･d)です｡.これによって.

そのまま条例第6･条の規定I=基づいて県が認定すると貰うわけではあり

ませんo寮2乗のこの基準とJ貫6集の規卓.=基づ〈認定とは直接関連が

ないものです｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　■

認定の申請があった場合､県は.認定垂長の意見も聴いた上で夢査する

もの.で.リスクの.あるものは認定するものではありません｡従って. D.14

･FLGy/h (マイクログレイ毎時)以下の例えば0,13JJ軸/h (マイクE]グレ

イ毎剛だからといって.自動的(=圃尭するものではあL)ませんo

そもそ■もリサイクル製品は､その用途に即した基準が定められでいるも

のであり.リサイウル製品というカテゴリーで..別途経い基準専を設ける

ものではあ.りません｡

②　o.1仙Gy/h (■寸イタログレイ毎時)という牡値基準を設けることで.

チタ>.鉱石(=ついてのr'3i規制をかけ.るのではな〈 ､争乱現在想定きれて
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いない放射性の鉱物等が使用されたリサイクル製品が声てきても｣排除さ
れる仕組みとし七いるものです｡

⑨　ちなみに,.･人は宇宙からの字音棟.食物や大地.空気などからも放射静

pを浴びて声L). 0.14JL8y/h (マイクログL･イ毎時)は.通常の生活で披
l

ぱくしているL'ベルよりも.さらに催し,tものです｡手兵上lこれI=よLJ放

射性物質を排除してい■革もlのです｡
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